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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自無線基地局の識別情報と、自無線基地局の周囲の環境に関する情報とを含むメッセー
ジを生成するコントローラと、
　前記生成したメッセージを通信ノードへ送信する送信機と、を備え、
　前記識別情報及び前記周囲の環境に関する情報は、前記通信ノードが自無線基地局を制
御するために用いられる、
　無線基地局。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記メッセージは、前記通信ノードとのコネクションを確立するための要求をさらに含
む、
　ことを特徴とした無線基地局。
【請求項３】
　請求項１又は２において、
　自無線基地局が設置されたか否かを検出する検出器を、さらに備え、
　前記コントローラは、前記検出に応じて、前記メッセージを生成する、
　ことを特徴とした無線基地局。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項において、
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　前記メッセージは、Ｓ１ ＳＥＴＵＰ ＲＥＱＵＥＳＴメッセージである、
　ことを特徴とした無線基地局。
【請求項５】
　請求項１～３のいずれか一項において、
　前記メッセージは、ＥＮＢ ＣＯＮＦＩＧＵＲＡＴＩＯＮ ＵＰＤＡＴＥメッセージであ
る、
　ことを特徴とした無線基地局。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか一項において、
　前記周囲の環境に関する情報は、検出無線環境に基づくパラメータを示す情報を含む、
　ことを特徴とした無線基地局。
【請求項７】
　請求項６において、
　前記検出無線環境に基づくパラメータを示す情報は、
　Ｅ－ＵＴＲＡＮのセルに関する情報、
　ＵＴＲＡＮのセルに関する情報、
　ＧＥＲＡＮのセルに関する情報、
　ＷｉＭＡＸ対応の基地局に関する情報、
　無線インターネットホットスポットに関する情報、
　テレビ局に関する情報、
　ラジオ局に関する情報、及び
　ＧＰＳに関する情報
　の少なくとも一つを含む、
　ことを特徴とした無線基地局。
【請求項８】
　請求項１～５のいずれか一項において、
　前記周囲の環境に関する情報は、
　自無線基地局に割り当てられたＩＰアドレス、
　自無線基地局が設置される場所に関する住所、郵便番号、又は電話番号、
　自無線基地局に直前に接続されていたＨｅＮＢ－ＧＷの識別情報、
　の少なくとも一つを含む、
　ことを特徴とした無線基地局。
【請求項９】
　無線基地局と通信するように構成された通信ノードであって、
　前記無線基地局から、前記無線基地局の識別情報と、前記無線基地局の周囲の環境に関
する情報とを含むメッセージを受信する受信機と、
　前記識別情報及び前記周囲の環境に関する情報に基づき、前記無線基地局の制御を行う
コントローラと、
　を備えた通信ノード。
【請求項１０】
　請求項９において、
　前記コントローラは、前記識別情報及び前記周囲の環境に関する情報に基づき、前記無
線基地局が運用可能であるか否かの判定を行う、
　ことを特徴とした通信ノード。
【請求項１１】
　請求項９又は１０において、
　前記無線基地局が運用不可である場合に、アウトゴーイング（ｏｕｔｇｏｉｎｇ）メッ
セージを前記無線基地局へ送信する送信機を、さらに備え、
　前記アウトゴーイングメッセージは、運用不可である前記無線基地局の周囲の環境に基
づくパラメータを示す情報を含む、
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　ことを特徴とした通信ノード。
【請求項１２】
　請求項９～１１のいずれか一項において、
　所定の情報を記憶するメモリを、さらに備え、
　前記判定は、前記所定の情報と、前記周囲の環境に関する情報とを比較することにより
行われる、
　ことを特徴とした通信ノード。
【請求項１３】
　無線基地局の制御方法であって、
　前記無線基地局の識別情報と、前記無線基地局の周囲の環境に関する情報とを含むメッ
セージを生成し、
　前記生成したメッセージを通信ノードへ送信する、ことを含み、
　前記識別情報及び前記周囲の環境に関する情報は、前記通信ノードが前記無線基地局を
制御するために用いられる、
　制御方法。
【請求項１４】
　無線基地局と通信するように構成された通信ノードの制御方法であって、
　前記無線基地局から、前記無線基地局の識別情報と、前記無線基地局の周囲の環境に関
する情報とを含むメッセージを受信し、
　前記識別情報及び前記周囲の環境に関する情報に基づき、前記無線基地局の制御を行う
、
　ことを含む制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　実施の形態は、無線通信システム、無線基地局、上位ノード、および通信方法に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　近年の無線通信システムでは、既存の無線基地局に加えて、“フェムト基地局”と呼ば
れる小型の無線基地局を新たに導入し、フェムトセルのサービスを提供するケースがある
。３Ｇ（Ｔｈｉｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ）システムでは、無線基地局を“ＮＢ（Ｎｏ
ｄｅ　Ｂ）”と、フェムト基地局を“ＨＮＢ（Ｈｏｍｅ　Ｎｏｄｅ　Ｂ）”と呼ぶ。また
、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）システムでは、無線基地局を“ｅ
ＮＢ（ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｎｏｄｅ　Ｂ）”と、フェムト基地局を“ＨｅＮＢ（Ｈｏｍｅ　
ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｎｏｄｅ　Ｂ）”と呼ぶ。さらに、ＨＮＢとＨｅＮＢの両方を意味する
ときは“Ｈ（ｅ）ＮＢ”と呼ぶ。Ｈ（ｅ）ＮＢは家庭や店舗などにも設置することができ
るため、設置場所には自由度がある。
【０００３】
　非特許文献１には、３ＧＰＰ（Ｔｈｉｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ
ｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）におけるＨ（ｅ）ＮＢのサービス要求が規定されている。非特
許文献１によれば、通信事業者はＨ（ｅ）ＮＢを設置する際に、Ｈ（ｅ）ＮＢの識別情報
（ｉｄｅｎｔｉｔｙ）を検証し、Ｈ（ｅ）ＮＢの地理的な位置情報（ｇｅｏｇｒａｐｈｉ
ｃａｌ　ｌｏｃａｔｉｏｎ）を取得することが必要とされている。その他、通信事業者は
、全ての関連する法的な要求事項に合致するようにＨ（ｅ）ＮＢの設置および運用を決定
すべきとされている。
【０００４】
　また、ＨｅＮＢと、ＨｅＮＢの上位ノードであるＨｅＮＢ－ＧＷ（Ｈｏｍｅ　ｅｖｏｌ
ｖｅｄ　Ｎｏｄｅ　Ｂ　Ｇａｔｅｗａｙ）およびＭＭＥ（Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａｇ
ｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ）との間のインターフェースの仕様は、Ｓ１ＡＰ（Ｓ１　Ａｐ
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ｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）として非特許文献２に規定されている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】Ｓｅｒｖｉｃｅ　ｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔｓ　ｆｏｒ　Ｈｏｍｅ　Ｎｏ
ｄｅ　Ｂ　（ＨＮＢ）　Ｈｏｍｅ　ｅＮｏｄｅ　Ｂ　（ＨｅＮＢ）［３ＧＰＰ　ＴＳ２２
．２２０　ｖ１１．３．０］
【非特許文献２】Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａ
ｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）；　Ｓ１　Ａｐｐｌｉｃａ
ｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　（Ｓ１ＡＰ）　［３ＧＰＰ　ＴＳ３６．４１３　ｖ１０．
３．０］
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述した背景技術には、次のような課題がある。
【０００７】
　非特許文献２では、ＨｅＮＢの識別情報やＨｅＮＢの地理的な位置情報を通知する具体
的な方法について規定されていない。そのため、上位ノードは、ＨｅＮＢの識別情報やＨ
ｅＮＢの地理的な位置情報を入手することができない。
【０００８】
　また、通信事業者が、全ての関連する法的な要求事項に合致するようにＨ（ｅ）ＮＢの
設置および運用を決定できるようにするためには、Ｈ（ｅ）ＮＢが周囲の環境に関する情
報を上位ノードに通知することが望ましい。
【０００９】
　その他、無線基地局を中継する機能を有するリレーノード（ＲＮ：Ｒｅｌａｙ　Ｎｏｄ
ｅ）についても同様の課題がある。すなわち、ＲＮはバックホール回線が無線のネットワ
ークである場合があるため、ＲＮの位置は移動することがある。したがって、通信事業者
は、Ｈ（ｅ）ＮＢの場合と同様に、ＲＮを設置及び運用可能であるか否かを適切に決定す
ることが望ましい。
【００１０】
　以上述べた課題は、無線基地局が、識別情報と周囲の環境に関する情報を上位ノードに
通知してないことに起因する。そこで、実施の形態の目的は、無線基地局が、識別情報と
周囲の環境に関する情報を上位ノードに通知することができる無線通信システムを提供す
ることにより、上記のいずれかの課題を解決することにある。但し、実施の形態は、上述
したもの以外の目的を達成し得る。また、実施の形態は、上述した目的を達成することを
要求されず、上述した目的を達成しなくても良い。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　実施の形態による無線通信システムは、無線端末と無線通信する無線基地局と、前記無
線基地局と通信する上位ノードとを含む。この無線通信システムにおいて、前記無線基地
局は、前記上位ノードに、前記無線基地局の識別情報と前記無線基地局の周囲の環境に関
する情報とを含むメッセージを送信する送信機を含む。前記上位ノードは、前記メッセー
ジを受信する受信機を含む。
【００１２】
　実施の形態による無線基地局は、無線端末と無線通信する。この無線基地局は、上位ノ
ードに、前記無線基地局の識別情報と前記無線基地局の周囲の環境に関する情報とを含む
メッセージを送信する送信機を含む。
【００１３】
　実施の形態による上位ノードは、無線基地局と通信する。この上位ノードは、前記無線
基地局の識別情報と前記無線基地局の周囲の環境に関する情報とを含むメッセージを受信



(5) JP 5761462 B2 2015.8.12

10

20

30

40

50

する受信機を含む。前記メッセージは、前記無線基地局から送信される。
【００１４】
　実施の形態による通信方法は、無線端末と無線通信する無線基地局と、前記無線基地局
と通信する上位ノードとを含む無線通信システムにおける通信のための方法である。この
方法は、前記無線基地局が、前記上位ノードに、前記無線基地局の識別情報と前記無線基
地局の周囲の環境に関する情報とを含むメッセージを送信し、前記上位ノードが、前記メ
ッセージを受信する、ことを含む。
【発明の効果】
【００１５】
　実施の形態によれば、無線基地局が識別情報と周囲の環境に関する情報を上位ノードに
通知することができる。そのため、上位ノードは、当該無線基地局を設置及び運用可能で
あるか否かを判定することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】第１の実施形態による構成を示した図である。
【図２】第１の実施形態による動作を示したシーケンス図である。
【図３】第１の実施形態でＨｅＮＢがＨｅＮＢ－ＧＷに送信する情報の一例である。
【図４】第１の実施形態でＨｅＮＢがＨｅＮＢ－ＧＷに送信する情報の一例である。
【図５】第１の実施形態でＨｅＮＢがＨｅＮＢ－ＧＷに送信する情報の一例である。
【図６Ａ】第１の実施形態でＨｅＮＢがＨｅＮＢ－ＧＷに送信する情報の一例である。
【図６Ｂ】第１の実施形態でＨｅＮＢがＨｅＮＢ－ＧＷに送信する情報の一例である。
【図７】第１の実施形態でＨｅＮＢがＨｅＮＢ－ＧＷに送信する情報の一例である。
【図８】第２の実施形態による動作を示したシーケンス図である。
【図９】第２の実施形態でＨｅＮＢがＨｅＮＢ－ＧＷに送信する情報の一例である。
【図１０】第３の実施形態による構成を示した図である。
【図１１】第３の実施形態による動作を示したシーケンス図である。
【図１２】第３の実施形態でＤｅＮＢがＲＮに送信する情報の一例である。
【図１３】第３の実施形態でＤｅＮＢがＲＮに送信する情報の一例である。
【図１４】第４の実施形態による動作を示したシーケンス図である。
【図１５】第４の実施形態でＤｅＮＢがＲＮに送信する情報の一例である。
【図１６】第５の実施形態による動作を示したシーケンス図である。
【図１７】第５の実施形態でＤｅＮＢがＲＮに送信する情報の一例である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、実施の形態(ｅｘｅｍｐｌａｒｙ ｅｍｂｏｄｉｍｅｎｔｓ)について図面を参照
して説明する。ここで、“ｅｘｅｍｐｌａｒｙ”との文言は、“例(ｅｘａｍｐｌｅ)、事
例(ｉｎｓｔａｎｃｅ)又は例証(ｉｌｌｕｓｔｒａｔｉｏｎ)として機能する”ことを意味
するために用いられる。ここに記載される“ｅｘｅｍｐｌａｒｙ”としての実施の形態は
、必ずしも、他の実施形態と比して好適又は有利なものとして構成されるわけでは無い。
【００１８】
　（第１の実施形態）
　第１の実施形態は、ＨｅＮＢとＨｅＮＢ－ＧＷとの間でＳ１接続を確立するシーケンに
適用される。
【００１９】
　図１は、第１の実施形態による構成の一例を示した図である。本実施形態にかかる無線
通信システムは、ＨｅＮＢ－ＧＷ１００、ＭＭＥ２００、ＨｅＮＢ３００、およびＵＥ（
Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）４００を含む。ＵＥ４００は無線端末、またはユーザ端
末とも呼ばれる。ＭＭＥ２００は、コアネットワークの装置であり、ＵＥ４００のモビリ
ティを管理する機能を有する。ＨｅＮＢ－ＧＷ１００は、ＨｅＮＢ３００をコアネットワ
ークに接続するゲートウェイ装置である。
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【００２０】
　ＨｅＮＢ－ＧＷ１００は、送受信部１０１、処理部１０２、および記憶部１０３を有す
る。ＨｅＮＢ－ＧＷ１００は、ＨｅＮＢ３００およびＨｅＮＢ３２０と通信可能であり、
Ｓ１ＡＰを用いたメッセージの送受信を行う。また、ＨｅＮＢ－ＧＷ１００は、ＭＭＥ２
００との間でも同様にＳ１ＡＰを用いたメッセージの送受信を行う。ここで、ＨｅＮＢ－
ＧＷ１００は、送受信部１０１にて情報の送受信処理を行い、処理部１０２にて送受信す
る情報の生成や解析の処理を行い、記憶部１０３にて送受信する情報を記憶する処理を行
う。
【００２１】
　ＭＭＥ２００は、送受信部２０１、処理部２０２、記憶部２０３を有する。ＭＭＥ２０
０は、上述したＨｅＮＢ－ＧＷ１００の他にも、ＨｅＮＢ３１０との間で通信可能であり
、Ｓ１ＡＰを用いたメッセージの送受信を行う。ここでＭＭＥ２００は、送受信部２０１
にて情報の送受信処理を行い、処理部２０２にて送受信する情報の生成や解析の処理を行
い、記憶部２０３にて送受信する情報を記憶する処理を行う。
【００２２】
　ＨｅＮＢ３００は、送受信部３０１、処理部３０２、記憶部３０３を有する。ＨｅＮＢ
３１０およびＨｅＮＢ３２０も同様である。ＨｅＮＢは、ＨｅＮＢ３１０のように、上位
ノードとしてのＭＭＥ２００と通信する場合と、ＨｅＮＢ３００およびＨｅＮＢ３２０の
ように、上位ノードとしてのＨｅＮＢ－ＧＷ１００と通信する場合とがある。ＨｅＮＢは
、これら上位ノードとの間でＳ１ＡＰを用いたメッセージの送受信を行う。また、ＨｅＮ
Ｂ３００は、無線でＵＥ４００と通信可能であり、インターフェースはＵｕと定義される
。その他、ＨｅＮＢ３００、ＨｅＮＢ３１０、およびＨｅＮＢ３２０は、互いに通信可能
であり、インターフェースはＸ２と定義される。ＨｅＮＢ３００は、送受信部３０１にて
情報の送受信処理を行い、処理部３０２にて送受信する情報の生成や解析の処理を行い、
記憶部３０３にて送受信する情報を記憶する処理を行う。ＨｅＮＢ３１０およびＨｅＮＢ
３２０も同様である。
【００２３】
　ＵＥ４００は、送受信部４０１、処理部４０２、および記憶部４０３を有する。ＵＥ４
００は、上述したように、ＨｅＮＢ３００との間で無線による通信を行う。ここで、ＵＥ
４００は、送受信部４０１にて情報の送受信処理を行い、処理部４０２にて送受信する情
報の生成や解析の処理を行い、記憶部４０３にて送受信する情報を記憶する処理を行う。
【００２４】
　図２は、本発明の第１の実施形態による動作の一例を示すシーケンス図である。以下、
図２を参照してＨｅＮＢ３００、ＨｅＮＢ－ＧＷ１００、およびＭＭＥ２００の動作を説
明する。
【００２５】
　Ｓ１０１において、ＨｅＮＢ３００は、ＨｅＮＢ－ＧＷ１００に対して、Ｓ１　ＳＥＴ
ＵＰ ＲＥＱＵＥＳＴメッセージを送信する。Ｓ１　ＳＥＴＵＰ ＲＥＱＵＥＳＴは、Ｓ１
接続を確立するために、トランスポートネットワークレイヤ（ＴＮＬ：Ｔｒａｎｓｐｏｒ
ｔ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｌａｙｅｒ）の接続が利用可能となった後はじめてＨｅＮＢがＨｅ
ＮＢ－ＧＷに送信するメッセージであり、詳細は非特許文献２に記載されている。当該メ
ッセージに含まれる情報要素（ＩＥ：Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）の詳細
について、図３から図７を参照して以下に説明する。
【００２６】
　図３は、Ｓ１　ＳＥＴＵＰ ＲＥＱＵＥＳＴのＩＥの一例を示した図である。ここで、
ｅＮＢ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙは無線基地局の識別情報であり、ｅＮＢ　Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅ
ｎｔ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎは無線基地局の周囲の環境に関する情報である。なお、ｅ
ＮＢ　ＩｄｅｎｔｉｔｙおよびｅＮＢ　Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏ
ｎは、非特許文献２には記載されていない。
【００２７】
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　図４は、ｅＮＢ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙに含まれるＩＥの詳細の一例を示す図である。ここ
で、ｅＮＢ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙは、無線基地局を識別するためのＩＥである。
【００２８】
　図５は、ｅＮＢ　Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎの詳細の一例を示
す図である。ここで、ｅＮＢ　Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎは、無
線環境に関する情報であるＲａｄｉｏ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎと、無線環境以外に関す
る情報であるＮｏｎ　Ｒａｄｉｏ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎとから構成される。

【００２９】
　図６は、Ｒａｄｉｏ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎに含まれるＩＥの詳細の一例を示す図で
ある。Ｅ－ＵＴＲＡＮ　Ｃｅｌｌ　ＩＤ　ＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎのＩＥは、Ｅ－ＵＴＲ
ＡＮ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　
Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）のセルに関する各種情報を含む。ＵＴＲＡＮ　Ｃｅｌｌ
　ＩＤ　ＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎのＩＥは、ＵＴＲＡＮ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒ
ｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）のセルに関する各種情報
を含む。ＧＥＲＡＮ　Ｃｅｌｌ　ＩＤ　ＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎのＩＥは、ＧＥＲＡＮ（
ＧＳＭ（登録商標）　ＥＤＧＥ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）のセルに
関する各種情報を含む。ＷｉＭＡＸ ｂａｓｅ ｓｔａｔｉｏｎｓ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏ
ｎのＩＥは、ＷｉＭＡＸ（Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ　Ｉｎｔｅｒｏｐｅｒａｂｉｌｉｔｙ　ｆ
ｏｒ　Ｍｉｃｒｏｗａｖｅ　Ａｃｃｅｓｓ）の基地局に関する各種情報を含む。Ｗｉｒｅ
ｌｅｓｓ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　ｈｏｔｓｐｏｔｓ　ＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎのＩＥは、無
線インターネットホットスポットに関する各種情報を含む。Ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ　ｓｔ
ａｔｉｏｎｓ　ＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎのＩＥは、テレビ局に関する各種情報を含む。Ｒ
ａｄｉｏ　Ｓｔａｔｉｏｎｓ　ＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎのＩＥは、ラジオ局に関する各種
情報を含む。ＧＰＳ ＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎのＩＥは、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓ
ｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）に関する各種情報を含む。なお、当該ＧＰＳに関する
情報には、図６に示すように、位置情報、例えば緯度、経度、および高度などが含まれる
が、これらの情報は必ずしも無線基地局に搭載されたＧＰＳを利用して取得された情報だ
けに限らない。当該無線基地局のＯ＆Ｍ（Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｍａｉｎｔｅｎ
ａｎｃｅ）の装置から設定された情報であってもよいし、無線基地局の保守者が手動で設
定したものであってもよい。
【００３０】
　図７は、Ｎｏｎ　Ｒａｄｉｏ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎに含まれるＩＥの詳細の一例を
示す図である。ＣＨＯＩＣＥ ＩＰ Ａｄｄｒｅｓｓは、無線基地局に割り当てられるＩＰ
（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）アドレスを示すＩＥである。Ｐｈｏｎｅ　ｎｕ
ｍｂｅｒ、Ａｄｄｒｅｓｓ、Ｐｏｓｔｃｏｄｅは、それぞれ、無線基地局が設置される場
所に関する電話番号、住所、および郵便番号を示すＩＥである。ＨｅＮＢ－ＧＷ　ＩＤは
、無線基地局がＨｅＮＢである場合に、当該ＨｅＮＢが直前に接続していたＨｅＮＢ－Ｇ
Ｗの識別情報を示すＩＥである。
【００３１】
　図２のＳ１０２において、ＨｅＮＢ－ＧＷ１００は、受信したＳ１　ＳＥＴＵＰ　ＲＥ
ＱＵＥＳＴに含まれるｅＮＢ　ＩｄｅｎｔｉｔｙおよびｅＮＢ　Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ
　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎに基づいて、ＨｅＮＢ３００の運用可否を判定する。判定動作
の詳細について、具体例をあげて説明する。例えば、ＨｅＮＢ－ＧＷ１００は、記憶部１
０３に、ＨｅＮＢ３００の運用ポリシーに基づいて、運用不可と判定する周囲の環境に関
する情報、例えば、ＨｅＮＢ３００の設置場所の住所、郵便番号、緯度や経度などの位置
情報、ＩＰアドレス、ＷｉＭＡＸの基地局に関する各種情報を具体的に記憶しておく。Ｈ
ｅＮＢ－ＧＷ１００は、記憶部１０３に記憶したこれらの情報と、Ｓ１　ＳＥＴＵＰ　Ｒ
ＥＱＵＥＳＴにより取得したｅＮＢ　Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
に含まれるＩＥとを比較する。ＨｅＮＢ－ＧＷ１００は、比較の結果、一致した場合には
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運用不可と判定し、一致しない場合には運用可能と判定する。なお、当該判定の条件に用
いる情報要素は、ある特定の１つの情報要素であってもよいし、複数の情報要素の組み合
わせであってもよい。記憶部１０３に記憶される運用不可と判定される情報要素の値は、
所定の値であってもよいし、所定の範囲で示される値であってもよい。また、以上の例で
は運用不可と判定する条件の情報を記憶部１０３に記憶したが、運用可能と判定する条件
の情報を記憶してもよい。さらに、ＨｅＮＢ－ＧＷ１００は、運用可否の判定をする際に
、判定条件に関するポリシーを記憶し管理する他の装置や、他の無線通信システムの管理
装置などに、判定条件に関する問い合わせを行い、必要な情報を取得した上で判定しても
よい。こうすることにより、判定条件の見直しや変更などのメンテナンスを容易に実現す
ることができる。
【００３２】
　Ｓ１０３において、ＨｅＮＢ－ＧＷ１００は、Ｓ１０２で運用可能と判定した場合、Ｍ
ＭＥ２００に対して、Ｓ１　ＳＥＴＵＰ　ＲＥＱＵＥＳＴメッセージを送信する。これ以
降、通常の処理を継続することにより、ＨｅＮＢ３００は運用を開始することができる。
【００３３】
　Ｓ１０４において、ＨｅＮＢ－ＧＷ１００は、Ｓ１０２で運用不可と判定した場合、Ｈ
ｅＮＢ３００に対して、Ｓ１　ＳＥＴＵＰ　ＦＡＩＬＵＲＥメッセージを送信する。Ｓ１
　ＳＥＴＵＰ　ＦＡＩＬＵＲＥの詳細は非特許文献２に記載されている。
【００３４】
　Ｓ１０５において、ＨｅＮＢ－ＧＷ１００は、ＨｅＮＢ３００との間のＳＣＴＰ（Ｓｔ
ｒｅａｍ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）接続を切断
する。その結果、ＨｅＮＢ３００は、運用することができなくなる。なお、Ｓ１０４およ
びＳ１０５は、どちらか一方を省略することも可能である。Ｓ１０４を省略した場合は、
ＨｅＮＢ３００とＨｅＮＢ－ＧＷ１００との間のメッセージ送受信が削減されるため、通
信回線の利用効率を向上させることができる。加えて、ＨｅＮＢ３００およびＨｅＮＢ－
ＧＷ１００の処理負荷を低減することができる。また、Ｓ１０５を省略した場合は、Ｈｅ
ＮＢ３００およびＨｅＮＢ－ＧＷ１００の処理負荷を低減することができる。
【００３５】
　上記の通り、第１の実施形態にかかるＨｅＮＢ－ＧＷ１００は、Ｓ１接続を確立するシ
ーケンスにおいて、ＨｅＮＢ３００から、ＨｅＮＢ３００の識別情報と周囲の環境に関す
る情報を含むメッセージを受信する。その結果、ＨｅＮＢ－ＧＷ１００は、当該メッセー
ジに基づいて、ＨｅＮＢ３００の運用可否を判定することができる。また、本発明は、既
存のＳ１ＡＰを用いたメッセージにＩＥを追加することにより、新規にメッセージを追加
することなく課題を解決することができる。
【００３６】
　（第２の実施形態）
　第２の実施形態は、ＨｅＮＢとＨｅＮＢ－ＧＷとの間で既にＳ１接続が確立している状
況に適用される。
【００３７】
　第２の実施形態における構成は、第１の実施形態と同様であるため、説明を省略する。
【００３８】
　図８は、第２の実施形態による動作の一例を示すシーケンス図である。以下、図８を参
照してＨｅＮＢ３００、ＨｅＮＢ－ＧＷ１００、およびＭＭＥ２００の動作を説明する。
【００３９】
　Ｓ２０１において、ＨｅＮＢ３００は、ＨｅＮＢ－ＧＷ１００に対して、ＥＮＢ　ＣＯ
ＮＦＩＧＵＲＡＴＩＯＮ　ＵＰＤＡＴＥメッセージを送信する。ＥＮＢ　ＣＯＮＦＩＧＵ
ＲＡＴＩＯＮ　ＵＰＤＡＴＥの詳細は、非特許文献２に記載されている。
【００４０】
　図９は、ＥＮＢ　ＣＯＮＦＩＧＵＲＡＴＩＯＮ　ＵＰＤＡＴＥのＩＥの一例を示した図
である。ここで、ｅＮＢ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙは、第１の実施形態と同様であり、図４に示
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す通りである。また、ｅＮＢ　Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎは、第
１の実施形態と同様であり、図５に示す通りである。なお、ｅＮＢ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙお
よびｅＮＢ　Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎは、非特許文献２には記
載されていない。
【００４１】
　図８のＳ２０２において、ＨｅＮＢ－ＧＷ１００は、受信したＥＮＢ　ＣＯＮＦＩＧＵ
ＲＡＴＩＯＮ　ＵＰＤＡＴＥに含まれるｅＮＢ　ＩｄｅｎｔｉｔｙおよびｅＮＢ　Ｅｎｖ
ｉｒｏｎｍｅｎｔ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎに基づいて、ＨｅＮＢ３００の運用可否を判
定する。判定動作の具体例は、第１の実施形態におけるＳ１０２と同様であるため、説明
を省略する。
【００４２】
　Ｓ２０３において、ＨｅＮＢ－ＧＷ１００は、Ｓ２０２で運用可能と判定した場合、Ｍ
ＭＥ２００に対して、ＥＮＢ　ＣＯＮＦＩＧＵＲＡＴＩＯＮ　ＵＰＤＡＴＥを送信する。
これ以降、通常の処理を継続することが可能となり、ＨｅＮＢ３００は運用を開始するこ
とができる。
【００４３】
　Ｓ２０４において、ＨｅＮＢ－ＧＷ１００は、Ｓ２０２で運用不可と判定した場合に、
ＨｅＮＢ３００に対して、ＥＮＢ　ＣＯＮＦＩＧＵＲＡＴＩＯＮ　ＵＰＤＡＴＥ　ＦＡＩ
ＬＵＲＥメッセージを送信する。ＥＮＢ　ＣＯＮＦＩＧＵＲＡＴＩＯＮ　ＵＰＤＡＴＥ　
ＦＡＩＬＵＲＥの詳細は、非特許文献２に記載されている。
【００４４】
　Ｓ２０５において、ＨｅＮＢ－ＧＷ１００は、ＨｅＮＢ３００との間のＳＣＴＰ接続を
切断する。その結果、ＨｅＮＢ３００は、運用することができなくなる。なお、Ｓ２０４
は省略してもよい。この場合は、ＨｅＮＢ３００とＨｅＮＢ－ＧＷ１００との間のメッセ
ージ送受信が削減されるため、通信回線の利用効率が向上させることができる。加えて、
ＨｅＮＢ３００およびＨｅＮＢ－ＧＷ１００の処理負荷を低減することができる。
【００４５】
　上記の通り、第２の実施形態にかかるＨｅＮＢ－ＧＷ１００は、既にＳ１接続が確立し
ている場合において、ＨｅＮＢ３００から、ＨｅＮＢ３００の識別情報と周囲の環境に関
する情報を含むメッセージを受信する。その結果、ＨｅＮＢ－ＧＷ１００は、当該メッセ
ージに基づいて、ＨｅＮＢ３００の運用可否を判定することができる。また、既存のＳ１
ＡＰを用いたメッセージにＩＥを追加することにより、新規にメッセージを追加すること
なく課題を解決することができる。
【００４６】
　（第３の実施形態）
　第３の実施形態は、ＨｅＮＢではなくＲＮに対して適用される。
【００４７】
　図１０は、第３の実施形態による構成の一例を示した図である。本実施形態にかかる無
線通信システムは、ＭＭＥ２００、ＤｅＮＢ（Ｄｏｎｏｒ　ｅＮＢ）５００、ＲＮ６００
、およびＵＥ４００を含む。その他、図１０には、ＲＮ６００の運用が可能であるエリア
７００と、運用が不可であるエリア８００とが図示されている。
【００４８】
　ＭＭＥ２００の構成は、第１の実施形態と同様の構成であるため、説明を省略する。
【００４９】
　ＤｅＮＢ５００は、送受信部５０１、処理部５０２、および記憶部５０３を有する。Ｄ
ｅＮＢ５００は、ＭＭＥ２００と通信可能であり、Ｓ１ＡＰを用いたメッセージの送受信
を行う。また、ＤｅＮＢ５００は、無線でＲＮ６００と通信可能であり、そのインターフ
ェースはＵｎと定義される。Ｕｎ上でＳ１ＡＰを用いたメッセージが送受信される。ここ
で、ＤｅＮＢ５００は、送受信部５０１にて情報の送受信処理を行い、処理部５０２にて
送受信する情報の生成や解析の処理を行い、記憶部５０３にて送受信する情報を記憶する
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処理を行う。
【００５０】
　ＲＮ６００は、送受信部６０１、処理部６０２、および記憶部６０３を有する。ＲＮ６
００は、上述したＤｅＮＢ５００との他に、無線でＵＥ４００と通信可能であり、インタ
ーフェースはＵｕと定義される。ＲＮ６００は、送受信部６０１にて情報の送受信処理を
行い、処理部６０２にて送受信する情報の生成や解析の処理を行い、記憶部６０３にて送
受信する情報を記憶する処理を行う。
【００５１】
　ＵＥ４００の構成は、第１の実施形態と同様の構成であるため、説明を省略する。
【００５２】
　図１１は、第３の実施形態による動作の一例を示すシーケンス図である。本実施形態の
動作は、図２に示す第１の実施形態において、ＨｅＮＢ３００をＲＮ６００に、ＨｅＮＢ
－ＧＷ１００をＤｅＮＢ５００に置き換えた場合の動作と大部分について同様である。
【００５３】
　Ｓ３０１からＳ３０５までの動作は、それぞれ図２におけるＳ１０１からＳ１０５まで
の動作と同様であるため、説明を省略する。ここで、Ｓ３０２の具体的な動作は次のよう
にすることができる。ＤｅＮＢ５００は、記憶部５０３に、運用可能エリア７００または
運用不可エリア８００を示す条件に関する情報、例えば位置情報を記憶しておく。ＤｅＮ
Ｂ５００は、記憶部５０３に記憶したこれらの情報と、Ｓ１　ＳＥＴＵＰ　ＲＥＱＵＥＳ
Ｔにより取得したｅＮＢ　ＩｄｅｎｔｉｔｙおよびｅＮＢ　Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ　Ｉ
ｎｆｏｒｍａｔｉｏｎに含まれるＩＥとを比較する。ＤｅＮＢ５００は、比較の結果、一
致した場合には運用不可と判定し、一致しない場合には運用可能と判定する。
【００５４】
　なお、Ｓ３０４おいて、ＤｅＮＢ５００は、運用不可と判定する周囲の環境に関する情
報を、Ｓ１　ＳＥＴＵＰ　ＦＡＩＬＵＲＥに含めてＲＮ６００に送信してもよい。
【００５５】
　図１２は、この場合のＳ１　ＳＥＴＵＰ　ＦＡＩＬＵＲＥのＩＥの一例を示した図であ
る。ここで、Ｐｒｏｈｉｂｉｔｅｄ　ｅＮＢ　Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ　Ｉｎｆｏｒｍａ
ｔｉｏｎのＩＥは、運用不可と判定する周囲の環境に関する情報であるが、非特許文献２
には記載されていない。
【００５６】
　図１３は、Ｐｒｏｈｉｂｉｔｅｄ　ｅＮＢ　Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ　Ｉｎｆｏｒｍａ
ｔｉｏｎのＩＥの詳細の一例を示す図である。ここで、Ｒａｄｉｏ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉ
ｏｎは、図６に示した通りであり、Ｎｏｎ　Ｒａｄｉｏ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎは、図
７に示した通りである。
【００５７】
　上記の通り、第３の実施形態にかかるＤｅＮＢ５００は、Ｓ１接続を確立するシーケン
スにおいて、ＲＮ６００から受信した、ＲＮ６００の識別情報と周囲の環境に関する情報
を含むメッセージを受信する。その結果、ＤｅＮＢ５００は、当該メッセージに基づいて
、ＲＮ６００の運用可否を判定することができる。さらに、ＤｅＮＢ５００は、ＲＮ６０
０の運用を不可と判定した場合、運用不可と判定する周囲の環境に関する情報を、ＲＮ６
００に通知する。その結果、ＲＮ６００の適切な周囲の環境での運用を促進することがで
きる。また、既存のＳ１ＡＰを用いたメッセージにＩＥを追加することにより、新規にメ
ッセージを追加することなく課題を解決することができる。
【００５８】
　（第４の実施形態）
　第４の実施形態は、第２の実施形態において、ＨｅＮＢではなくＲＮに対して適用され
る。
【００５９】
　第４の実施形態における構成は、第３の実施形態と同様であるため、説明を省略する。
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【００６０】
　図１４は、第４の実施形態による動作の一例を示すシーケンス図である。本実施形態の
動作は、図８に示す第２の実施形態において、ＨｅＮＢ３００をＲＮ６００に、ＨｅＮＢ
－ＧＷ１００をＤｅＮＢ５００に置き換えた場合の動作と大部分について同様である。
【００６１】
　Ｓ４０１からＳ４０５までの動作は、それぞれ図８におけるＳ２０１からＳ２０５まで
の動作と同様であるため、説明を省略する。ここで、Ｓ４０２の具体的な動作は、Ｓ３０
２と同様にすることができる。
【００６２】
　なお、Ｓ４０４おいて、ＤｅＮＢ５００は、運用不可とする周囲の環境に関する情報を
ＥＮＢ　ＣＯＮＦＩＧＵＲＡＴＩＯＮ　ＵＰＤＡＴＥ　ＦＡＩＬＵＲＥに含めてＲＮ６０
０に送信してもよい。
【００６３】
　図１５は、この場合のＥＮＢ　ＣＯＮＦＩＧＵＲＡＴＩＯＮ　ＵＰＤＡＴＥ　ＦＡＩＬ
ＵＲＥのＩＥの一例を示した図である。ここで、Ｐｒｏｈｉｂｉｔｅｄ　ｅＮＢ　Ｅｎｖ
ｉｒｏｎｍｅｎｔ　ＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎのＩＥは、運用不可と判定する周囲の環境に
関する情報であるが、非特許文献２には記載されていない。詳細は第３の実施形態と同様
であるため、説明を省略する。
【００６４】
　上記の通り、第４の実施形態にかかるＤｅＮＢ５００は、既にＳ１接続が確立している
場合において、ＲＮ６００から受信した、ＲＮ６００の識別情報と周囲の環境に関する情
報を含むメッセージを受信する。その結果、ＤｅＮＢ５００は、当該メッセージに基づい
て、ＲＮ６００の運用可否を判定することができる。さらに、ＤｅＮＢ５００は、ＲＮ６
００の運用を不可と判定した場合、運用不可と判定する周囲の環境に関する情報を、ＲＮ
６００に通知する。その結果、ＲＮ６００の適切な周囲の環境での運用を促進することが
できる。また、既存のＳ１ＡＰを用いたメッセージにＩＥを追加することにより、新規に
メッセージを追加することなく課題を解決することができる。
【００６５】
　（第５の実施形態）
　第５の実施形態では、第３、第４の実施形態における、ＤｅＮＢ５００からＲＮ６００
への運用不可と判定する周囲の環境に関する情報の通知を、ＲＥＳＥＴメッセージに適用
する。
【００６６】
　第５の実施形態における構成は、第３の実施形態と同様であるため、説明を省略する。
【００６７】
　図１６は、第５の実施形態による動作の一例を示すシーケンス図である。以下、図１６
を参照してＲＮ６００、ＤｅＮＢ５００、およびＭＭＥ２００の動作を説明する。
【００６８】
　Ｓ５０１において、ＭＭＥ２００は、ＤｅＮＢ５００に対して、ＲＥＳＥＴメッセージ
を送信する。ＲＥＳＥＴの詳細は、詳細は非特許文献２に記載されている。
【００６９】
　図１７は、ＲＥＳＥＴのＩＥの一例を示した図である。ここで、Ｐｒｏｈｉｂｉｔｅｄ
　ｅＮＢ　Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ　ＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎのＩＥは、運用不可と判定
する周囲の環境に関する情報であるが、非特許文献２には記載されていない。詳細は図１
３と同様であるため説明を省略する。
【００７０】
　図１６のＳ５０２において、ＤｅＮＢ５００は、ＲＮ６００に対して、ＲＥＳＥＴを送
信する。ＲＥＳＥＴには、Ｐｒｏｈｉｂｉｔｅｄ　ｅＮＢ　Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ　Ｉ
ｎｆｏｒｍａｔｉｏｎが含まれるため、ＲＮ６００は運用不可と判定される周囲の環境に
関する情報を取得することができる。
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【００７１】
　Ｓ５０３において、ＲＮ６００は、ＤｅＮＢ５００に対して、ＲＥＳＥＴ　ＡＣＫＮＯ
ＷＬＥＤＧＥメッセージを送信する。ＲＥＳＥＴ　ＡＣＫＮＯＷＬＥＤＧＥの詳細は非特
許文献２に記載されている。
【００７２】
　Ｓ５０４において、ＤｅＮＢ５００は、ＭＭＥ２００に対して、ＲＥＳＥＴ　ＡＣＫＮ
ＯＷＬＥＤＧＥを送信する。
【００７３】
　なお、Ｐｒｏｈｉｂｉｔｅｄ　ｅＮＢ　Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉ
ｏｎのＩＥの管理をＤｅＮＢ５００が実施してもよい。この場合は、ＭＭＥ２００からＤ
ｅＮＢ５００へのＲＥＳＥＴには当該ＩＥを含めず、ＤｅＮＢ５００がＲＮ６００へＲＥ
ＳＥＴを送信する際に、当該ＩＥを含める動作とすることができる。
【００７４】
　上記の通り、第５の実施形態にかかるＤｅＮＢ５００は、ＲＥＳＥＴによりＲＮ６００
に運用不可と判定する周囲の環境に関する情報を通知する。その結果、ＲＮ６００の適切
な周囲の環境での運用を促進することができる。また、既存のＳ１ＡＰを用いたメッセー
ジにＩＥを追加することにより、新規にメッセージを追加することなく課題を解決するこ
とができる。
【００７５】
　なお、第１から第５の実施形態に係るＨｅＮＢ－ＧＷ１００、ＭＭＥ２００、ＨｅＮＢ
３００、ＵＥ４００、ＤｅＮＢ５００、およびＲＮ６００にて行われる方法は、コンピュ
ータに実行させるためのプログラムに適用してもよい。また、そのプログラムを記憶媒体
に格納することも可能であり、ネットワークを介して外部に提供することも可能である。
【００７６】
　実施の形態を詳細に説明したが、これら実施の形態は、限定するものでは無く、本発明
概念の精神から逸脱すること無く種々の変更がなされ得ることは言うまでもない。
【００７７】
　例えば、３ＧＰＰで規定される無線通信システムでは、ＨｅＮＢ－ＧＷは必ずしも存在
しない。このような場合、第１および第２の実施形態において、ＨｅＮＢ３００はＭＭＥ
２００との間でＳ１ＡＰを用いたメッセージの送受信をし、ＨｅＮＢ－ＧＷ１００の動作
をＭＭＥ２００が行ってもよい。すなわち、ＨｅＮＢ３００が通信する上位ノードは、Ｈ
ｅＮＢ－ＧＷ１００とＭＭＥ２００のいずれであってもよい。また、上位ノードがＭＭＥ
の場合には、ＨｅＮＢをｅＮＢに置き換えて実施の形態を適用することも可能である。
【００７８】
　また、第１および第３の実施形態におけるＳ１　ＳＥＴＵＰ　ＲＥＱＵＥＳＴ、第２お
よび第４の実施形態におけるＥＮＢ　ＣＯＮＦＩＧＵＲＡＴＩＯＮ　ＵＰＤＡＴＥ、第５
の実施形態におけるＲＥＳＥＴ等は、具体的なメッセージの一例を示したものである。し
たがって、実施の形態は、Ｓ１ＡＰを用いた他のメッセージに適用してもよい。
【００７９】
　また、第３から第５の実施形態では、ＤｅＮＢ５００は、運用不可と判定する周囲の環
境に関する情報をメッセージに含めてＲＮ６００に通知していたが、運用可能と判定する
周囲の環境に関する情報を通知してもよい。
【００８０】
　なお、本発明は、上記の実施の形態に限定されるものでは無く、特許請求の範囲で定義
される発明の精神と範囲から逸脱すること無く必要に応じて変更することが可能である。
【００８１】
　この出願は、２０１２年３月２３日に出願された日本出願特願２０１２－０６６９４８
を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
【符号の説明】
【００８２】
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　１００　　ＨｅＮＢ－ＧＷ
　２００　　ＭＭＥ
　３００、３１０、３２０　　ＨｅＮＢ
　４００　　ＵＥ
　５００　　ＤｅＮＢ
　６００　　ＲＮ
　１０１、２０１、３０１、３１１、３２１、４０１、５０１、６０１　　送受信部
　１０２、２０２、３０２、３１２、３２２、４０２、５０２、６０２　　処理部
　１０３、２０３、３０３、３１３、３２３、４０３、５０３、６０３　　記憶部

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６Ａ】

【図６Ｂ】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】
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